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令和７年度 

「達成感と満足感」 
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表彰者 ふりがな 推薦理由

表彰者 ふりがな 推薦理由
寺嶋 雅子 てらしま まさこ 会⾧・本部役員２年間
猪野みずき いの みずき 副会⾧・本部役員２年間
小田島典子 おだしま のりこ 監事・本部役員２年間
三浦 千秋 みうら ちあき 本部役員２年間
浅野 美幸 あさの みゆき 本部役員２年間
石原 瞳 いしはら ひとみ 前年度副会⾧

地区 委員⾧ 推薦者 ふりがな 推薦理由
齋藤 宏佳 さいとう ひろみ 前年度委員⾧
遠藤 典子 えんどう のりこ 前年度副委員⾧

半澤 里実 はんざわ さとみ 今年度委員⾧
鈴木 けい子 すずき けいこ 夏祭り自主的手伝い

なし

日下部 ひとみ くさかべ ひとみ 保体部・育成会書記

小島 圭子 おじま けいこ 地区委員⾧
伊藤 恵 いとう めぐみ 地区副委員⾧
湊 恵実 みなと めぐみ 地区書記

なし

なし

なし

なし

なし

佐藤 史江 さとう ふみえ 昨年度地区委員⾧

佐々木 智恵 ささき ちえ ３学年委員⾧
学年委員⾧

田高東 庄司 友紀枝

飯野坂 伊瀬谷 佳代

本町 布田 海

北町 髙橋 雅美

村区 楢舘 佳澄

下増田１ 小野 日花里

下増田２ 千葉 純

田高  小関 里枝

上余田 渡邉 真希

下余田 小島 圭子

◎単Ｐ表彰

本部役員

田高西 半澤 里実

令和７年度 表彰者名簿
◎県Ｐ連表彰

本部役員
◎市Ｐ連表彰
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令和７年度 父 母 教 師 会 活 動 方 針（案） 

 

名取市立増田中学校父母教師会  

 

  未曾有の大震災から１４年以上が経過した今もなお，子どもたちを取り巻く社

会生活や教育環境が大きく変化しています。その中で私たちは変化に対応で

きるＰＴＡ活動を，さらに積極的に推進していく必要があります。 

  そして，大切な時期を迎えている中学生をもつ保護者として，また，地域社 

会の一員として，私たちは会員相互の親睦と交流のもと，子どもたち一人一人 

を多様な個性を持つかけがえのない存在として受け止め，子どもたちへの思い 

やりや他人の痛みがわかる心，善悪の判断，弱者を助ける勇気，正義感，人間 

として備えるべき基本的生活習慣・態度等の育成を積極的に支援し，明るく 

生き生きとした学校生活を過ごすことができるよう援助してまいります。 

本会は，目的達成のために，次の重点課題を中心に運営してまいります。 

 

  １ 本部，専門部，学年会，地区会活動を通じ，学校・家庭・地域の連携を 

  密にして，子どもたちの健全育成に取り組む。 

 

 

  ２ 質の高い健全育成を推進するために，子どもたちの文化，教育，体育活 

   動に援助を行う。 

 

 

   ３ 私たちは，ＰＴＡ活動を生涯学習の一環として捉え，会員相互の親睦と 

   交流を図る。 

 

 

  ４ 学校の教育施設や環境の整備に協力し，通学時を含む子どもたちの安全 

   確保に努める。 
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父母教師会会計費目とその使途について（Ｒ７） 

【収入の部】 

費  目 使     途 

１ 繰越金 前年度の繰越金 

２ 会 費 会費 2，800 円×会員数 

３ 事業収入 原則予算化しない。 

４ 雑収入 利息他 

【支出の部】 

費  目 使     途 

１ 会議費・研修費 役員会の各種懇談会出席の会費の一部補助（学校での会議等には特

に茶菓子は出さない）ＰＴＡの各種大会の参加費 

２ 

事
務
費 

需用費 
会議（総会・運営委員会・役員会・専門部会・学年会等）の資料作

成費，及び事務用消耗品費 

旅費・通信費 
外部での会議・研修会参加者への旅費（距離規程あり及び日当一律

1,000 円），本部役員通信費，学校通信費 

３ 

事
業
費 

広報部費 広報紙「五百枝」作成・発行費用 

学年委員会費 各学年委員会事業補助 

４ 

負
担
金 

 

県・市Ｐ連負担金 県Ｐ連負担金・市Ｐ連負担金 

ＰＴＡ安全互助会費 ＰＴＡ安全互助会負担金 

５ 
諸
経
費 

慶弔費・表彰費 会員への弔慰金（香料・弔電），単Ｐ表彰状印刷代・記念品（筒等）代 

記念品費 卒業記念品補助（一人 1,000 円程度） 

学校活動費 
式典補助（ステージ花・証書浄書代），その他学校教育活動に必要な

ものの補助費 

６ 環境整備費 校舎内外の環境整備費用 

７ 払戻手数料 引き落としの際の銀行等への手数料 

８ 予備費 生徒活動奨励会計補填等 
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総収入額 3,030,037   円
総支出額 3,030,037   円
差引残額 0   円

【収入の部】

項  目 ７年度予算額 ６年度予算額 比較 備考

1 繰越金 826,857 918,534 △ 91,677 前年度より繰越

2 会費 2,203,180 2,136,960 66,220 2,800円×778世帯＋420円×59人

3 雑収入 0 0 0

3,030,037 3,055,494 △ 25,457

比較＝７年度予算額－６年度予算額

【支出の部】

項  目 ７年度予算額 ６年度予算額 比較 備考

1 会議費 50,000 50,000 0 研修会参加費等

需用費 40,000 40,000 0 事務用品費等

旅費・通信費 50,000 50,000 0 研修会旅費等

小 計 90,000 90,000 0

広報部費 450,000 450,000 0 「五百枝」発行費

学年委員会費 240,000 240,000 0 各学年×80,000円

小 計 690,000 690,000 0

県･市Ｐ連負担金 250,000 210,000 40,000 県･市Ｐ連負担金、市Ｐ会費

Ｐ安全互助会 550,000 550,000 0 安全互助事業加入

小 計 800,000 760,000 40,000

慶弔費・表彰費 100,000 100,000 0 表彰状代、香典代

記念品費 300,000 300,000 0 卒業記念品代等

学校活動費 350,000 350,000 0 保健衛生費等

小 計 750,000 750,000 0

6 環境整備費 250,000 200,000 50,000 校舎内外環境整備

7 手数料 70,000 50,000 20,000 銀行システム利用料、払戻手数料等

8 予備費 330,037 465,494 △ 135,457

3,030,037 3,055,494 △ 25,457

比較＝７年度予算額－６年度予算額

合  計

令和７年度 父母教師会会計予算書（案）

合  計

２

事

務
3

事

業

費

４

負

担

金

５

諸

経

費
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総収入額 3,376,901 円

総支出額 3,376,901 円

差引残高 0 円

【収入の部】

令和7年度予算額 令和6年度予算額 比　較 備　　考

1 前年度繰越金 1,431,901 1,631,408 ▲ 199,507 前年度より繰越

2 会員負担金 1,945,000 1,890,000 55,000 2,500円×778人

3 雑収入 0 0 0

3,376,901 3,521,408 ▲ 144,507

【支出の部】

令和7年度予算額 令和6年度予算額 比　較 備　　考

430,000 430,000 0

体育的事業費 400,000 400,000 0 駅伝補助等

文化的事業費 30,000 30,000 0 合唱コンクール審査員旅費等

525,000 525,000 0

書きぞめ展費 25,000 25,000 0 市書き初め展補助

  部活動費 500,000 500,000 0 ユニフォーム補助

1,900,000 1,900,000 0

     派遣費 1,500,000 1,500,000 0

        参加料・登録料 400,000 400,000 0

4 払戻手数料 10,000 10,000 0

5 予備費 511,901 656,408 ▲ 144,507

3,376,901 3,521,408 ▲ 144,507     合　　計

比較＝令和7年度予算額－令和6年度予算額

　２　助成費

　３　派遣費

項　目

　１　事業部

比較＝令和7年度予算額－令和6年度予算額

令和７年度　生徒活動奨励会計　予算（案）

項　目

合　計
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〈敬称略〉

役職 現役員 役員候補者名

会長 寺嶋
てらしま

　雅子
まさこ

小野日花里
おの　　　　　ひかり

副会長 阿部美貴子
あべ　　　　　みきこ

阿部美貴子
あべ　　　　　みきこ

副会長 猪野みずき
いの　　　　　みずき

佐々木栄勝
ささき　　　　　　　　しげかつ

庶務 小元
おもと

　美佳
みか

戸田
とだ

　祐子
ゆうこ

会計（P） 伊藤
いとう

　美穂
みほ

飛澤
とびさわ

　千鶴
ちづる

会計（P） 阿部
あべ

　博美
ひろみ

千葉
ちば

　純
じゅん

広報部長 佐藤智砂都
さとう　　　　　ちさと

後藤
ごとう

　清美
きよみ

監事 五十嵐
いがらし

洋子
ようこ

三浦
みうら

　彩香
あやか

監事 小田島典子
おだしま　　　　　のりこ

渡邊
わたなべ

　賢
さとる

顧問 岡部
おかべ

　照美
てるみ

寺嶋
てらしま

　雅子
まさこ

令和７年度　本部役員（案）
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令和７年度 名取市立増田中学校父母教師会会則 

 

   第１章   総則 

  （名称及び事務所） 

第１条 本会は，名取市立増田中学校父母教師会と称し，事務所を増田中学校に置く。 

    住所：宮城県名取市増田字柳田２３０  電話：０２２－３８４－２３２９ 

  （目 的） 

第２条 本会は，会員相互の親睦を深め教養を高めるとともに学校・地域と協力し，生徒が健全に成長するための環境の整 

備等を図ることを目的とする。 

  （方 針） 

第３条 本会は，教育を本旨とする民主団体として，次の方針にしたがって活動する。 

   ⑴ 特定の政党，宗教に偏した活動は行わない。 

   ⑵ 生徒の福祉を増進するために活動する他団体及び機関と協力するが，支配・統制，干渉は受けない。 

⑶ 学校教育振興のため意見，参考資料等を提供するが，教育行政及び教職員の私的問題には干渉しない。 

 

   第２章   組織及び事業 

  （会 員） 

第４条 本会は，増田中学校生徒の保護者及び同校教職員をもって組織する。 

  （事 業） 

第５条 本会は，第２条の目的を達成するために，次の事業を行う。 

   ⑴ 会員相互の親睦，会員の資質の向上及び教養を高めるための研修 

   ⑵ 生徒の校外生活指導，及び学習奨励援助 

   ⑶ 学校と家庭の連絡強化，及び地域社会との緊密な連携 

   ⑷ 教育の環境及び施設の改善促進 

   ⑸ 生徒の体育的及び文化的活動の奨励援助 

   ⑹ 生徒の健康及び福祉の増進 

   ⑺ その他目的達成に必要な事業 

  （役 員） 

第６条 本会に次の本部役員を置く。 

⑴ 会長 １名  ⑵ 副会長  ２名  ⑶  事務長 １名（教職員）   ⑷ 庶務 ２名(うち教職員1名) 

   ⑸  会計  ３名(うち教職員1名)   ⑹ 監事 ２名 

 ２ 前項に規定する役員は，本会の他の役員を兼ねることはできない。 

  （役員の職務） 

第７条 前条第１項に規定する役員の職務は，次のとおりとする。 

   ⑴ 会長は，会務を統括し，本会を代表する。 

   ⑵ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。 

   ⑶ 事務長は，本会の事務を掌る。 

   ⑷ 庶務は，事務長を補佐し，本会の事務を処理する。 

   ⑸ 会計は，本会の予算に基づき会計を処理する。 

   ⑹ 専門部長は，専門部を代表し，その事業の運営に当たる。 

   ⑺ 監事は，本会の会務及び会計を監査する。 

  （役員の選出） 

第８条 会長，副会長，庶務・会計（保護者），専門部長及び監事は役員選考委員会の推薦により，総会において承認を受 

けるものとする。 

 ２ 事務長及び教職員の庶務・会計は，校長が推薦し会長が総会において委嘱する。 

 ３ 第１項の役員選考委員会に関する規定は，別に定める。 

  （役員の任期） 

第９条 第６条第１項の役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げないものとする。 

 ２ 前６条第１項の役員が欠けたときは，会長は運営委員会に諮り，速やかに補充するものとする。 

 ３ 前項により選出された役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 ４ 役員は任期満了といえども，後任者が決まるまでその職務を行うものとする。 

  （顧問及び参与） 
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第10条 本会に顧問及び参与を置く。 

 ２ 顧問は前会長とし，会長が総会に諮り委嘱するものとする。 

 ３ 参与は，校長とする。 

 ４ 顧問及び参与は，重要事項の諮問に応ずるとともに，必要に応じて本会の会議に出席し意見を述べることができる。 

 

第３章  機関及び会議 

  （機 関） 

第11条 本会に次の機関を置く。 

    ⑴  総 会  ⑵ 運営委員会  ⑶  役員会   ⑷ 専門部会 

   ⑸ 学年会  ⑹  地区会 

  （総 会） 

第12条 総会は，本会の最高議決機関であり，会長が毎年４月に開催する。ただし，会長が必要と認めたとき，または，会 

員の１／３以上の請求があったときは，臨時に総会を開催することができる。 

 ２ 総会は，次の事項について審議決定する。 

   ⑴ 事業計画に関する事項        ⑵ 予算及び決算に関する事項 

   ⑶ 監査結果の承認に関する事項     ⑷ 会則の改正に関する事項 

   ⑸ 役員の承認に関する事項       ⑹ その他本会の運営上重要な事項 

 ３ 総会は，会員の１／５以上の出席により成立する。 

 ４ 総会の議長は，出席者のうちから選出する。 

 ５ 総会の議事は，議事録を作成し，出席者２名の署名を受けなければならない。 

 ６ 総会の議事は，出席者の過半数で決するものとし，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

  （運営委員会） 

第13条 運営委員会は，総会に次ぐ議決機関であり，第６条第１項の本部役員及び専門部長，学年委員長をもって構成し， 

会長が必要に応じて開催する。 

  ２  運営委員会は次の事項を審議する。 

   ⑴ 総会から委任された事項 

   ⑵ 専門部から提案された事業計画に関する事項 

   ⑶ 総会に付議する議案の審議及び本会の運営に必要な事項 

   ⑷ 特別委員会の設置，運営に関する事項 

  ３  運営委員会は，構成委員である本部役員１／２以上，学年委員長１／２以上の出席により成立するものとする。 

  ４  学年委員長が出席できない場合は，代理者を出席させることができる。 

  ５  運営委員会の議決は，運営委員である学年委員長及び前項４の代理者の過半数の同意を必要とする。 

  ６  運営委員会の議長は，会長が出席者のうちから選出する。 

 （役員会） 

第14条 役員会は第６条第１項の本部役員で構成し，会長が必要に応じて開催する。 

  ２ 役員会は，本会の事業の立案及び執行について協議し，議決は出席者の過半数の同意を必要とする。ただし，監事の 

議決権はなきものとする。 

  （専門部会） 

第15条 本会に，次の専門部を置く。 

    ⑴  広報部 

    イ 会報の発行及び広報に関すること 

    ロ 教育の振興についての調査研究に関すること 

   ２ 専門部会に関する規程は，別に定める。 

  （学年会） 

第16条 本会に，学年の活動を促進するため，次の学年会を置く。 

    ⑴ １学年    ⑵ ２学年    ⑶ ３学年 

 ２ 学年会は，学年活動に必要な事項を協議し，学年委員がその任に当たる。 

 ３ 学年会に関する規程は，別に定める。 

  （地区会） 

第17条 本会に，地区の活動を促進するため，次の地区会を置く。 

(1) 下増田１  (2) 下増田２   (3) 飯野坂  (4) 本 町  (5) 北  町  (6)上余田 

(7) 田高町東  (8) 田高町西  (9) 田 高    (10) 下余田   (11) 村 区 

 ２ 地区会は，地区活動に必要な事項を協議し，地区委員がその任に当たる。 

 ３ 地区会に関する規程は，別に定める。 
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   第４章  会  計 

  （会計の設置） 

第18条 本会の会計のほかに，第５条第５項及び第６項の事業推進のために，生徒活動奨励会計（以下「奨励会計」とい 

う）を別に設けるものとする。 

 ２ 奨励会計に関する規程は，別に定める。 

  （会費等） 

第19条 本会の会費（奨励会計を除く）は，一会員当たり年額 ２，８００ 円とする。 

 ２ 奨励会計の運営に当たり，一保護者会員年額 ２，５００ 円とする。 

 ３ 本会の会計及び奨励会計の経費は，前１・２項に規定する会費等のほか，寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

  （会費等の減免） 

第20条 会長は，会員に特別の事情があるときは，前条第１項及び第２項に規定する会費等について，役員会に諮り減免す 

ることができる。 

  （会計年度） 

第21条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 

  （予算の補正） 

第22条 会長は，必要と認めた場合は，運営委員会に諮り予算の補正をすることができる。 

  （監 査） 

第23条 監事は，年２回の監査を行わなければならない。 

 

   第５章  その他 

  （慶弔及び表彰） 

第24条 本会の会員の慶弔に際しては，その意を表するため，別に慶弔に関する規程を定める。 

 ２ 本会の会員の表彰に関しては，その業績をたたえるため，別に表彰に関する規程を定める。 

  （旅 費） 

第25条 本会の会員が本会を代表して名取市外の各種研修・会議に参加する場合，別に旅費に関する規程を定める。 

  （実施細則） 

第26条 本会の運営上必要な実施規程は，会長が運営委員会に諮り，別に定めることができる。 

 

 

  附 則（改正） この会則は，昭和３９年４月２２日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和４５年４月２９日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和４８年４月２２日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和４９年４月２１日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５０年４月２０日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５２年４月１７日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５３年４月２０日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５４年４月２２日から施行する。 

  附 則（改正）  この会則は，昭和５６年４月２６日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５７年４月１８日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，昭和５９年４月２１日から施行する。 

  附 則（改正） この会則は，平成１２年４月１５日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，平成２１年４月１８日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，平成２１年４月２２日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，平成２９年４月２２日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，平成３０年４月２１日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，令和 ５年４月２１日から施行する。 

附 則（改正） この会則は，令和 ６年４月１９日から施行する。 
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  役員選考委員会に関する規程 

第１条 この規程は本会の正常な発展を期し，公正にして適正かつ民主的な手続きにより，会則第８条第１項に規定する役 

員を選出するため，同条第３項に基づき役員選考委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定 

めることを目的とする。 

第２条 委員会は，次により推薦された者「以下「候補者」という）を第１条に規定する役員の対象とする。 

   ⑴ 会則第１７条第１項に規定する各地区から推薦された者とする。 

   ⑵ 役員会から推薦された者，３名 

第３条 委員会の構成は，次のとおりとする。 

   ⑴ 学年会代表 各学年委員長      ⑵ 地区会代表 各地区委員長 

   ⑶ 役員会代表 １名          ⑷ 教職員代表１名 

 ２ 前項第１号及び第２号に規定するものが候補者となった場合は，当該副委員長がこれに代わって委員になるものとす 

る。 

第４条 委員会に前条の委員の互選により，正副委員長及び書記を置く。 

 ２ 委員長は，委員会の円滑な運営に当たるとともに，委員会を代表し選出の結果を総会に報告しなければならない。 

 ３ 書記は，委員会の会務を処理する。 

 ４ 顧問は，必要あるときは諮問に応ずるものとする。 

第５条 委員会の任務は，選出の結果を総会で承認されたときをもって終了する。 

第６条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

 

 

  附 則       この規程は，昭和５３年４月１日から施行する。 

  附 則（一部改正） この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

 

 

  専門部会に関する規程 

第１条 この規程は，会則第１５条第２項の規定に基づき，本会の専門部の組織及び運営に関し，必要な事項を定める。 

第２条 専門部会は，会則第１５条第１項各号の事業遂行のため，総会，運営委員会及び役員会において議決された事項の 

執行を分担する。 

第３条 専門部会は，専門部長，地区会より選出された委員及び校長から選任された教職員をもって構成する。 

  ２ 専門部会は，専門部長が必要に応じて開催する。 

第４条 専門部会は，前条第１項の委員の互選により，副部長１名及び会計１名を選出する。 

第５条 専門部会の活動費は，本会の専門部費をもって充てる。 

第６条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

 

 

   附 則（改正）  この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

 

 

  学年会に関する規程 

第１条 この規程は，会則第１６条第３項の規定に基づき，本会の学年会の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

第２条 学年会は，学年の会員をもって構成する。 

 ２ 学年委員会は，学級ごとに選出された若干名の学級委員及び当該学年の教職員をもって構成する。 

第３条 学年委員会に，次の役員を置く。 

    ⑴ 委員長 １名  ⑵  副委員長１名  ⑶  会計１名 

 ２ 前条第２項に規定する学年委員会の委員は，本会の他の役員を兼ねることはできない。 

第４条 学年会の会議は，学年総会，学年委員会及び学級会とする。 

第５条 委員長は，必要に応じて学年総会及び学年委員会を開催する。 

 ２ 学級委員は，必要に応じて学級会を開催する。 

第６条 学年会の活動費は，本会の活動費及び学年会会員の拠出する経費をもって充てる。 

第７条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

 

 

  附 則       この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 
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  地区会に関する規程 

第１条 この規程は，会則第１７条第３項の規定に基づき，本会の地区会の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるも 
のとする。 

第２条 地区委員会に，次の役員を置く。 
   ⑴ 委員長 １名  ⑵  副委員長 １～２名   ⑶ 会計  １名  ⑷ 専門部委員 １名 
   ⑸  監事１～２名 
 ２ 前項に規定する地区委員は，本会の他の役員を兼ねることはできない。 

第３条 地区会の会議は，地区総会，地区役員会とする。 

第４条 地区総会は，地区の会員をもって構成し，年度末に委員長が開催するものとする。 

第５条 地区役員会は，地区会運営の基本的事項について協議するものとする。 

第６条 その他定めのない事項については，本会会則を準用し地区役員会で協議して，これを決定することができる。 

 ２ 地区会は，地区の運営に関する事項について，別に規程を定めることができる。 

第７条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

  附 則       この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

  附 則（一部改正） この規程は，令和６年４月１９日から施行する。 

 

 

 

  慶弔に関する規程 

第１条 この規程は，会則第２４条第１項の規定に基づき，本会の慶弔に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 この規程の適用資格は，会則第４条の会員とする。 

第３条 この規程の運用は，次の各号に該当する場合とする。 

   ⑴ 会員がＰＴＡ活動によって栄誉を受けたと認めるときは，記念品を贈るものとする。 

   ⑵  会員が死亡したときは，５，０００円の香料と弔電を贈るものとする。 

   ⑶ 会員の在校生徒が死亡したときは，５，０００円の香料と弔電を贈るものとする。 

   ⑷ 会員が本会の事業中の災害により死亡したときは，２０，０００円の弔慰金と弔電を，負傷したときは， 

３，０００円の見舞金を贈るものとする。 

   ⑸ 教職員の配偶者若しくは一親等親族または同居家族が死亡したときは，３，０００円の香料と弔電を贈るもの 

とする。 

   ⑹ 会員及び在校生徒が，本会のために特に功績があったときは，記念品を贈るものとする。 

 ２ 前項に対する返礼は受けないものとする。 

 ３ 会員は，第１項に該当する事実の発生を知った場合は，速やかに事務長に連絡するものとし，事務長は，執行の旨を 

役員会に報告するものとする。ただし，第１項第７号に該当する場合は，役員会の承認を得たうえで執行できるものと 

する。 

第４条 第２条で定める会員のほか，特に本会と関係のあるものに対する慶弔の必要が生じた場合は，役員会の承認を得た 

うえで執行できるものとする。 

第５条 この規程の運用上特に必要が生じた場合は，役員会の承認を得たうえ変更して，これを執行できるものとする。 

第６条 この規程に関する経費は，本会の予算から支出するものとする。 

第７条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

  附 則       この規程は，昭和５３年４月１日から施行する。 

  附 則（一部改正） この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 
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  表彰に関する規程 

第１条 この規程は，会則第２４条第２項の規定に基づき，本会の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 この規定に基づく表彰は，次の各号に該当する場合とし，運営委員会の承認を得て会長が承認する。 

   ⑴ 会員として本会の運営発展に特に功労があり，他の会員の模範となるもの 

   ⑵ 本会の役員として，本会の発展に功労があったもの 

   ⑶ その他本会の運営に対して．特に寄与したもの 

第３条 表彰は総会において行い，表彰状を贈るとともに表彰者名簿に登載し，永くその栄誉をたたえるものとする。 

第４条 この規程に関する経費は，本会の予算から支出するものとする。 

第５条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

 

 

  附 則       この規程は，昭和５３年４月１日から施行する。 

  附 則（一部改正） この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

附 則（一部改正） この規程は，平成２１年４月１８日から施行する。 

 附 則（一部改正） この規程は，平成３１年４月２０日から施行する。 

 

 

  旅費に関する規程 

第１条 この規程は，会則第２５条の規定に基づき，本会の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 経済産業省・資源エネルギー庁に掲載される，最新の宮城県の揮発油（レギュラーガソリン）単価に基づき，下

記の通り支給を行う。 

（走行距離/１０㎞）✕揮発油単価（１円未満端数切り上げ） 

 ２ 日当として，１，０００円を支給する。 

第３条 運営委員会に諮り，改廃できる。 

 

 

  附 則       この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

  附 則       この規程は，平成２０年４月１９日から施行する。 

  附 則       この規程は，平成２９年４月２２日から施行する。 

 

 

  生徒活動奨励会計に関する規程 

第１条 この規程は，会則第１８条第２項の規程に基づき，生徒活動奨励会計（以下「奨励会計」という）に関し必要な 

事項を定めるものとする。 

第２条 奨励会計の予算措置は，学校及び父母教師会が協議のうえ，行うものとする。 

第３条 会長は急を要する支出の事態が生じたときは，速やかに運営委員会に諮るものとする。 

第４条 前条の「急を要する支出」とは．次に該当する場合をいう。 

    ⑴ 部活動の各種大会，及びコンク－ルにおいて，県大会以上の大会に出場する際の出場者の交通費，宿泊費等 

   ⑵ 前号の場合における必要不可欠の備品，器具等の購入費 

   ⑶ 前２号のほか，特に支出が必要であると認められるもの 

 ２ 前項の支出は，他からの助成等がある場合においては，その金額を除いた額を対象とする。 

 ３ 前２項の支出にあたっては，運営委員会でその支出の可否について協議し，承認を得たうえ執行するものとする。 

第５条 その他この規程に定めのない事項及び運用上必要な事項については，会則を準用するものとする。 

第６条 この規程は，運営委員会に諮り改廃できる。 

  附 則       １ この規程は，平成１２年４月１５日から施行する。 

            ２ 増田中学校部活動援助基金運営規程は廃止する。 
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2025/4/9 現在

1 火 学年始休業日（始） 木
安全点検
ケータイ安全教室
部集会

日
仙台南ブロック中総体２
日目

火 安全点検 金 安全点検　三者面談⑦ 月
安全点検
選挙管理委員会設置
学年部会

1

2 水 金 月 振替休業日 水 学年部会 土 火 推進部会 2

3 木 土 憲法記念日 火 振替休業日 木 日 水 １学期期末考査１日目 3

4 金
新入生クラス発表10：00～
16:00 日 みどりの日 水

安全点検
増中祭実行委員
三地区陸上大会練習期間開始

金 月 木 １学期期末考査２日目 4

5 土 月 こどもの日 木 増中祭実行委員役員会 土 火 学年部会 金
立候補者説明会（放課
後）

5

6 日 火 振替休業日 金
　

日 水 土 6

7 月
学年始休業日（終）
新入生クラス発表10：00～
16:00

水 総会資料読み合わせ 土 月 木 日 7

8 火
着任式・始業式
臨時休業（１学年）

木 １年自主研修（検討中） 日 火 薬物防止委教室（２年） 金 閉庁日？ 月

新人大会強化期間
専門委員会
立候補者受付（８日・９
日）

8

9 水
第７９回入学式
自宅学習日（在校生）

金 月

第１回実力考査（３年）
第一回合唱コンクール実行委
員会
増中祭実行委員全体会

水
マナップ
専門委員会
フリー参観①

土 閉庁日 火 9

10 木
生徒写真撮影 給食開始
身体計測（全学年）

土 火 木
フリー参観②
第１回選挙管理実行委
員会

日 閉庁日 水
マナップ

10

11 金
防災学習日
生徒会入会式　新入生部
活動見学開始（17時下校）

日 水
防災学習日
マナップ
避難訓練(地震)

金
防災学習日
フリー参観③
学年懇談会

月 山の日 木 防災学習日 11

12 土 月

中総体強化期間
防災学習日
専門委員会
前期教育実習開始

木 土 火 閉庁日 金 避難訓練(水害・5校時) 12

13 日 火
増中祭実行委員会①
尿検査①

金 第２回合唱コン実委 日 水 閉庁日 土 13

14 月
１期時間割開始
専門委員会(前期最初)

水
マナップ
増中祭実行委員会②
尿検査②

土 月 増中祭活動① 木 閉庁日 日 県新人大会（水泳） 14

15 火

入部届配布（１年）
全国学力学習状況調査
（理・質問紙CBT)
眼科検診（抽出）

木 歯科検診①８：３０ 日 火 増中祭活動② 金 閉庁日 月 敬老の日 15

16 水
開校記念日
授業参観
PTA総会　学年学級懇談会

金
増中祭実行委員会全体
会

月 専門委員会 水

激励会(駅伝・吹奏楽・県
中総体)
夏季休業日前職員打合
せ

土 閉庁日 火 16

17 木
全国学力学習状況調査
(３年・国数）

土 火 木 選挙説明会 日 閉庁日 水
職員会議
駅伝試走日①

17

18 金 交通安全教室 日 水 金 集会 月 木 素点交換 18

19 土 （小学校参観日） 月
生徒総会リハーサル
循環器検診（１年AM)

木
仙台南ブロック陸上競技
大会

土 火 金
生徒会役員立候補者説明会
新人戦激励会 19

20 日 火 生徒総会 金 日 県中総体（水泳）準備 水 職員会議 土 20

21 月 修学旅行出発式 水 職員会議 土 月
海の日　夏季休業日開
始
県中総体（水泳）～２３

木 日 21

22 火
修学旅行１日目

木
飲酒運転根絶の日
歯科検診②８：３０
PTA本部役員会①

日 部活動停止期間開始 火
県中総体
飲酒運転根絶運動の日

金
夏季休業日（終）
飲酒運転根絶運動の日

月 飲酒運転根絶運動の日 22

23 水
修学旅行２日目
２年生岩手研修

金 増中祭テーマについて
（総合）

月 飲酒運転根絶運動の日 水 県中総体 土 親子草刈り（仮称） 火 秋分の日 23

24 木
修学旅行３日目
２年生岩手研修

土 火 木
県中総体
三者面談①（１１：００～）

日 水
県英語暗唱・弁論大会
駅伝試走日②

24

25 金
３年生臨時休業

日 水 職員会議 金
県中総体
三者面談②

月
集会　実力テスト（全学
年）　２期時間割開始

木
第４回合唱コン実委
（キーボード準備等）

25

26 土 月 循環器検診（1年AM) 木
１学期中間考査
PTA本部役員会②

土 火
文化祭強化期間（２６日・
２７日）

金 26

27 日 火 金 日 水 増中祭会場準備 土
南ブロック新人戦１日目
実力考査③(３年・国　数
社　英　理)

27

28 月
３年修学旅行解団式
入部届〆切（１年）

水 学年部会 土 通信陸上大会 月
民生委員懇談会
三者面談③

木 増中祭 日 南ブロック新人戦２日目 28

29 火 昭和の日 木 内科検診② 日 通信陸上大会 火 三者面談④ 金
第３回合唱コン実委
市英語暗唱弁論大会
部活動停止期間開始

月
振替休業日　駅伝大会
準備会

29

30 水
スマホ・ケータイ安全教室
職員会議

金
中総体・陸上・水泳激励
会

月 水 三者面談⑤ 土 火 県駅伝大会 30

31 土
仙台南ブロック中総体１
日目

木
三者面談⑥
教育課程地区協議会

日 31

令和７年度　行事予定（最新版） 名取市立増田中学校

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
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2025/4/9 現在

1 水
安全点検
マナップ
専門委員会(前期最後)

土
みやぎ教育の日 SSW

月
安全点検
３期時間割開始

木 元日 日 日 1

2 木 応援団説明会（放課後） 日 火 せり調理実習 金 年始の休日 月
安全点検
私立入試B

月
安全点検
専門委員会

2

3 金 振替休業日 月
文化の日
名取市秋まつり

水 土 年始の休日 火 火 3

4 土 火
安全点検
石油ストーブ清掃～7日（環境
委員会）

木 日 水
学校保健委員会
部活動停止期間開始

水
公立一次募集検査
３送会リハーサル

4

5 日 水 指導主事訪問 金 月 安全点検 木 木
３年生を送る会
集会(表彰)

5

6 月 合唱強化期間(～2９水) 木 土 火 金 金
同窓会入会式
卒業式総練習

6

7 火 金 生徒会引継式 日 水 冬季休業日（終） 土 土 第7９回卒業式 7

8 水
学年部会
避難訓練

土 月
財務局ワークショップ
（３年　８～１２いずれか）

木
集会
PTA役員選考会②

日 日 8

9 木 新応援団決定 日 火 PTA役員選考会① 金
実力テスト(全学年)

月 期末考査 月 振替休業日 9

10 金
１学期終業式
避難訓練(火事)

月
防災学習日
三者面談① フリー参観

水 専門委員会 土 火 期末考査 火
年度末業務・新年度準備期間
公立校追試 10

11 土 火
三者面談② フリー参観
防災学習日

木 防災学習日 日 水 建国記念の日 水
みやぎ鎮魂の日
職員会議

11

12 日 水
三者面談③ フリー参観
マナップ 金 月 成人の日 木

防災学習日
マナップ（最後）

木 フリー参観 12

13 月 スポーツの日 木 市教研教科外部会 土 火 防災学習日 金 専門委員会(3年最後) 金
フリー参観
学年・学級懇談会

13

14 火 秋季休業日 金 三者面談④ フリー参観 日 水
マナップ
私立推薦入試
ワラビ座公演（１年生）

土 土 14

15 水 秋季休業日 土 月 木
 
職員会議

日 日 15

16 木
２学期始業式
実力テスト④（３年）

日 市秋まつり(校庭貸与) 火 金 月 月 公立合格発表 16

17 金 月 三者面談⑤ フリー参観 水 土 火 火 17

18 土 火 三者面談⑥ フリー参観 木 日 水 職員会議 水 18

19 日 水 三者面談⑦ フリー参観 金 ３年生５時間授業 月
専門委員会
名取を知る学習（１年）
（１９～２３いずれか）

木 木 飲酒運転根絶運動の日 19

20 月
進路説明会(文化会館)
後期教育実習開始

木 増田小６訪問 土 火 金 金 春分の日 20

21 火 下小6訪問 金
飲酒運転根絶運動の日

夢サポート事業PM2年(文化会館〉
命のバトンPM１年（体育館）

日 水 土 土 21

22 水 飲酒運転根絶運動の日 土 月
飲酒運転根絶運動の日
私立出願受付開始

木 飲酒運転根絶運動の日 日 日 22

23 木 後期専門委員会(最初) 日 勤労感謝の日 火 集会 金 月 天皇誕生日 月
一日入学・小中連絡会
公立二次募集

23

24 金 防災学習（２年） 月
振替休業日
部活動停止期間開始

水 冬季休業日（始） 土 火 飲酒運転根絶運動の日 火 修了式 24

25 土 火 専門委員会 木 日 水 水 学年末休業日（始） 25

26 日 水 職員会議 金 月 木 木 26

27 月 木 土 火 金 金 離任式 27

28 火 金 ２学期中間考査 日 水 土 土 28

29 水
合唱コンクール会場準備
第６回合唱コン実委
めぐみ保育園避難訓練

土 月 年末の休日 木
私立入試Ａ（３年午前授
業）

日 29

30 木
合唱コンクール

日 火 年末の休日 金
新入生保護者説明会

月 30

31 金 水 年末の休日 土 火 学年末休業日（終） 31

３月

令和７年度　行事予定（最新版） 名取市立増田中学校

１０月 １１月 １２月 １月 ２月

5-4
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令和７年４月１６日  

会員の皆様 

増田中学校父母教師会  

会 長  寺嶋 雅子  

 

 

宮城県ＰＴＡ安全互助会の申込みと集金について 

 

 宮城県ＰＴＡ連合会の事業に安全互助会事業があり，本会も加入しております。この事業は，

家庭での子どもたちの負傷に対し，医療費等を給付する事業です。入会については，ＰＴＡが一

括で行いますので，家庭ごとの申し込みは不要です。 

なお，掛け金につきましては，下記の通りの金額を，学校集金で納入させていただきますので，

ご協力ください。また，子どもが２名以上いらっしゃる場合は，お子さんの数だけの金額を納入

させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

記 

 

＜年会費＞  一家庭（保護者分） ２００円 

       生徒一人あたり   ４２０円 

        ※親子セットで申し込むことになります。 

担 当 

増田中学校父母教師会 

事務長 教頭 

  窪田 忍 佐々木 政文 

℡０２２－３８４－２３２９ 
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※補償内容の詳細は、「補償概要」をご確認ください。

　本事業は、児童・生徒の学校管理下外の生活やＰＴＡ会員の諸活動を相互扶助の精神で支援することを目的に昭和46年創設され、平成18
年4月1日の法改正により、平成20年度から保険業務を保険会社に委託し事業を継続しています。令和５年度からＡＩＧ損害保険株式会社に
委託しております。補償内容を下記のとおりご案内いたします。

児童・生徒のケガ（学校契約団体傷害保険  学校管理下外のみ） PTA活動中の会員・児童・生徒等のケガ（PTA団体傷害保険）

PTA行事の賠償責任（PTA賠償責任保険）

・児童・生徒が学校管理下外（※）でケガをした場合に補償します。
※学校に登校してから下校するまでを学校管理下とし、それ以外は
学校管理下外です。

　詳しくは「補償概要」をご覧ください。
・登下校中の事故によるケガも補償します。
・ケガには細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を含みます。
・疾病は補償の対象外となります。
例）・家庭内や屋外で遊んでいて　　・学校の登下校中
　　・スポーツ少年団での運動中　　・PTA行事参加中

・PTA主催（共催）の行事中に被ったケガを補償。
・PTA行事への往復途上も対象となります。
・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、日射または熱射を原因とする
熱中症も補償の対象になります。

・PTA会員のほか、その学校に通学する児童・生徒、PTA会員の同
居の親族、PTA行事への参加が事前にPTAより認められている方
も補償の対象となります。

例）・PTA主催のスポーツやレクリエーション中
　　・学年PTAやPTA総会中
　　・運動会のPTA種目中

・PTA主催（共催）のPTA活動において、運営に過失や不備があり、
その結果他人の身体や財物へ損害を与えたことについて、PTAま
たはPTA役員が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。

・PTA活動中に第三者から借用した物品等を使用・管理中にこわし
たり盗難されたことに対してPTAが法律上の損害賠償責任を負っ
た場合の補償。
例）・レクリエーション中に借用した物品の破損
　　・草刈奉仕活動中に近所の塀を破損

お手続き方法はウラ面をご覧ください

保管物補償
対 物 補 償
対 人 補 償

通院保険金
日額（90日限度）

手術保険金

入院保険金
日額（180日限度）

後遺障害保険金
死亡保険金

通院保険金
日額（90日限度）

手術保険金

入院保険金
日額（180日限度）

後遺障害保険金
死亡保険金

通院保険金
日額（90日限度）

手術保険金

入院保険金
日額（180日限度）

後遺障害保険金
死亡保険金

1事故10万円/保険期間中500万円限度（自己負担額5,000円）
1事故500万円限度（自己負担額1,000円）

1名1億円/1事故5億円限度（自己負担額1,000円）

2,000円（通院１日目から補償）

入院中：30,000円　　　入院中以外：15,000円

3,000円（入院１日目から補償）

障害の程度によって死亡保険金額の4％～100％
300万円

2,000円（通院１日目から補償）＋600円※

入院中：30,000円＋9,000円※　　入院中以外：15,000円＋4,500円※

3,000円（入院１日目から補償）＋900円※

障害の程度によって死亡保険金額の4％～100％
360.5万円

600円

入院中：9,000円　　　入院中以外：4,500円

900円

障害の程度によって死亡保険金額の4％～100％
60.5万円

ＰＴＡ行事参加中の事故による

ＰＴＡ会員の傷害（ケガ）の補償

ＰＴＡ活動の遂行に伴う

損害賠償責任

補償項目（対象） 保険金額（補償限度額）

学校管理下外の児童・生徒の
傷害（ケガ）の補償

（注）入院保険金、手術保険金、
通院保険金は、事故の日からその
日を含めて 7 日目以降において
なお、入院または通院した場合に
限り、入院または通院を開始した
日から保険金をお支払いします。

PTA行事参加中の事故による
児童・生徒の傷害（ケガ）の補償
（注）※の部分については、学校管
理下外の PTA 行事参加中の事故
の日からその日を含めて 7 日目以
降においてなお、入院または通院
した場合に限り、入院または通院
を開始した日から保険金をお支払
いします。

補償の概要

補償額一覧

令和７年度 安全互助事業のご案内 宮城県PTA連合会　　

（学童420円 ＋ 保護者200円）
※兄弟１人増すごとに420円加算

※全員加入方式のため要保護・準要保護学童の負担金免除はありません。

・各学校の単位ＰＴＡで一括加入

・その年の４月１日から翌年の 4 月 1 日まで
１年間資格を有します。

・転出入の場合、仙台市ＰＴＡ協議会との間で
自動継続はできません。

620円

200円

200円学校支援地域
ボランティア

一 家 庭

加入方法と資格負　担　金

行事への参加が事前にPTAにより認められている方です。
あらかじめ人数の把握と名簿の作成が必要です。

教 職 員
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★ＰＴＡ安全互助事業は2023年度 (令和５年度 )より制度運用をＡＩＧ損害保険株式会社に委託し、「学校契約団体傷害保険」・「ＰＴＡ団体傷害

　保険」・「ＰＴＡ賠償責任保険」の3保険で対応しています。

ＡＩＧ損保

0120-369-936

事故が発生したら、まずは 保険会社に連絡

AIG損保　事故受付センター 

指定口座に支払い後、手続き完了をハガキにてお知らせいたします。
手続き完了

● 引受保険会社　ＡＩＧ損害保険株式会社　仙台支店
〒980-0811 仙台市青葉区一番町１－８－３　３Ｆ
ＴＥＬ：022－726－7551 ／ ＦＡＸ：022－227－0211

● 保険会社との間で問題を解決できない場合は、（一社）日本損害保険協会損保ＡＤＲセンターに解決の申し立てを行うことが
　 できます。
（ナビダイヤル）0570－022808＜通話料有料＞　　　受付時間：平日　午前9時15分～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

● 宮城県ＰＴＡ連合会 
〒983-0836 仙台市宮城野区幸町4－5－1　宮城県青年会館内
ＴＥＬ：022－295－9590（安全互助事業）／ 022－295－9581（連合会）／ ＦＡＸ：022－256－0425

相談・連絡窓口

宮城県 PTA 連合会のホームページもご覧ください。

https://miyagi-pta.gr.jp/
二次元コードからアクセス ▶

安全互助事業に関する補償概要はこちら

https://miyagi-pta.gr.jp/anzen/
二次元コードからアクセス ▶

<24時間365日＞

1

請求書類一式を送付 2

請求書類を提出 3

お手続きの流れ

● 事務取扱代理店　有限会社ビッグインシュアランス　https://biginsurance.co.jp/
〒983-0821 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口188　岩切駅前KKビル　１F-A
ＴＥＬ：022－794－7377 ／ ＦＡＸ：022－794－7376
引受保険会社の損害保険募集人は保険契約締結の代理権を有しています。

受付けの際には「宮城県PTA連合会の制度」とお伝えください。
こども24時間総合保障制度にご加入されている場合は、一度にご請求手続きが可能です。

事故報告時にお申し出ください。

D-007017（2026-33）007628 03

➡

➡
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令和７年度版 

保護者の皆様へ 

名 取 市 教 育 委 員 会 

 

就学援助制度について（お知らせ） 
 

名取市では、家庭の事情などにより経済的理由で就学に困っている児童生徒の保護

者の方に、学用品費、学校給食費など就学に必要な経費の一部を援助する制度を設け

ています。その内容については下記のとおりです。申請なされる方は、通学している

（未就学の方はこれから通学する）学校で手続きをおこなってください。 

 

１、対象者（世帯で認定） 

(1) 生活保護を受けている方 

(2) 前年度又は当該年度において生活保護の停止又は廃止の措置を受けた方で、 

援助が必要と認められる方 

(3) 次のいずれかの事由に該当し、援助が必要と認められる方 

○市民税を非課税又は減免されている方 

○個人事業税・固定資産税・国民年金保険料・国民健康保険税を減免されている  

 方 

○児童扶養手当を支給されている方 

○宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金を貸付されている方 

(4) 前 3 号に掲げる者のほか、特に援助が必要と認められる方 

（収入により審査があります。援助の対象になる収入については、家族構成や 

年齢等により異なります。） 

 

２、援助の種類 

(1) 学用品費等（定額支給） 

(2) 校外活動費（宿泊あり、宿泊なしともに対象 → 実績に応じた額を支給（限

度額あり）） 

(3) 修学旅行費（実績に応じた額を支給（限度額あり）） 

(4) 新入学用品費（4 月認定になっている新１年生のみ対象 → 定額支給） 

(5) 学校給食費（費用負担免除） 

(6) 医療費 

（学校健康診断で発見された下記の病気の治療費＝本人負担分を名取市が医療機関に直接支払います。） 
※ 学校病：トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、 

アデノイド、う歯（虫歯）、寄生虫病（虫卵保有を含む。） 

※ 健康診断後、治療を受ける前に手続きが必要です。 

 (7) オンライン学習通信費（定額支給） 
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３、支給方法及び時期 

原則、保護者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。学校給食費については、

費用負担が免除されるため支給はありません。医療費については、市が医療機関へ直

接支払います。 

学校納付金を滞納している場合などは、学校長を経由して保護者へ支給することも

あります。 

支給時期は、7 月、１２月、３月です。 

 

４、受給の申請方法 

就学している学校で申請を行います。小学校と中学校へお子さんが就学している場合は、

中学校へ申請してください。 

【提出するもの】（１と２は申請者全員、３と４は該当される方のみご提出ください。） 

 1. 就学援助費受給申請書 

 2. 保護者の方の個人番号確認書類（学校名・申請者名記載の封筒に入れてください） 

 

 

 

 

 
 

 

3. 前住所地の市区町村から取得した市民税課税証明書（令和６年１月１日時点で名
取市に住民票がない方のみ提出） 

  （1 月～ ６月申請 前年の１月 1 日現在の住所地から取得。 
７月～１２月申請 その年の 1 月 1 日現在の住所地から取得。） 

     ※児童生徒を除く世帯全員分の市民税（非課税）課税証明書 

 4. 罹災証明書又は被災証明書のコピー（該当される方のみ提出） 

 

・新規申請は随時受け付けています。原則として、各学校で書類を受理した日付が認定日です。 

・次年度継続して受給を希望する場合は、年度末に毎年申請をします。学校より届く手続きの

通知をご覧いただき、必要書類をご提出ください。 

・名取市以外から通学されている方は、居住地の教育委員会にお問い合わせください。 

・ご不明な点に関しては下記連絡先までお問い合わせください。 

 

 

                  ≪お問合せ先≫ 

名取市教育委員会学校教育課学務係  

電話 022-724-7172 

「個人番号カード」のコピー（両面） 

①個人番号「通知カード」のコピー 

②公的身分証明書のコピー 
（顔写真付のもの。運転免許証など） 

※①と②の両方が必要です。 

又は 
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